
 ＊下記料金表には、夜勤職員配置加算、個別機能訓練加算（Ⅰ）（Ⅱ）(Ⅲ)、 看護体制加算（Ⅰ）（Ⅱ）

精神科を担当する医師に係る加算、科学的介護推進体制加算（Ⅱ）、日常生活継続支援加算 

口腔衛生管理加算（Ⅱ）排泄支援加算（Ⅰ）、褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）、生活機能向上連携加算（Ⅰ）

ADL維持等加算（Ⅱ）栄養マネジメント強化加算、高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 生産性向上推進体制加算（Ⅰ）

協力医療機関連携加算、介護職員処遇改善加算（Ⅰ）が含まれております。

第１段階

利用者負担計 １割負担 食　　費 居住費 利用者負担計 １割負担 食　　費 居住費
要介護 1 33,902 24,902 9,000 0 要介護 1 45,302 24,902 9,000 11,400
要介護 2 36,407 27,407 9,000 0 要介護 2 47,807 27,407 9,000 11,400
要介護 3 39,018 30,018 9,000 0 要介護 3 50,418 30,018 9,000 11,400
要介護 4 41,522 32,522 9,000 0 要介護 4 52,922 32,522 9,000 11,400
要介護 5 43,990 34,990 9,000 0 要介護 5 55,390 34,990 9,000 11,400
第２段階

利用者負担計 １割負担 食　　費 居住費 利用者負担計 １割負担 食　　費 居住費
要介護 1 49,502 24,902 11,700 12,900 要介護 1 51,002 24,902 11,700 14,400
要介護 2 52,007 27,407 11,700 12,900 要介護 2 53,507 27,407 11,700 14,400
要介護 3 54,618 30,018 11,700 12,900 要介護 3 56,118 30,018 11,700 14,400
要介護 4 57,122 32,522 11,700 12,900 要介護 4 58,622 32,522 11,700 14,400
要介護 5 59,590 34,990 11,700 12,900 要介護 5 61,090 34,990 11,700 14,400

第３段階①

利用者負担計 １割負担 食　　費 居住費 利用者負担計 １割負担 食　　費 居住費
要介護 1 58,202 24,902 20,400 12,900 要介護 1 71,702 24,902 20,400 26,400
要介護 2 60,707 27,407 20,400 12,900 要介護 2 74,207 27,407 20,400 26,400
要介護 3 63,318 30,018 20,400 12,900 要介護 3 76,818 30,018 20,400 26,400
要介護 4 65,822 32,522 20,400 12,900 要介護 4 79,322 32,522 20,400 26,400
要介護 5 68,290 34,990 20,400 12,900 要介護 5 81,790 34,990 20,400 26,400
第３段階②

利用者負担計 １割負担 食　　費 居住費 利用者負担計 １割負担 食　　費 居住費
要介護 1 83,402 24,902 42,600 15,900 要介護 1 96,902 24,902 42,600 29,400
要介護 2 85,907 27,407 42,600 15,900 要介護 2 99,407 27,407 42,600 29,400
要介護 3 88,518 30,018 42,600 15,900 要介護 3 102,018 30,018 42,600 29,400
要介護 4 91,022 32,522 42,600 15,900 要介護 4 104,522 32,522 42,600 29,400
要介護 5 93,490 34,990 42,600 15,900 要介護 5 106,990 34,990 42,600 29,400
第四段階　　課税世帯の方

利用者負担計 １割負担 食　　費 居住費 利用者負担計 １割負担 食　　費 居住費
要介護 1 105,692 24,902 46,350 34,440 要介護 1 138,452 24,902 46,350 67,200
要介護 2 108,197 27,407 46,350 34,440 要介護 2 140,957 27,407 46,350 67,200
要介護 3 110,808 30,018 46,350 34,440 要介護 3 143,568 30,018 46,350 67,200
要介護 4 113,312 32,522 46,350 34,440 要介護 4 146,072 32,522 46,350 67,200
要介護 5 115,780 34,990 46,350 34,440 要介護 5 148,540 34,990 46,350 67,200

介護度 利用者負担計 ２割負担 食　　費 居住費 介護度 利用者負担計 ２割負担 食　　費 居住費
要介護 1 130,594 49,804 46,350 34,440 要介護 1 163,354 49,804 46,350 67,200
要介護 2 135,603 54,813 46,350 34,440 要介護 2 168,363 54,813 46,350 67,200
要介護 3 140,825 60,035 46,350 34,440 要介護 3 173,585 60,035 46,350 67,200
要介護 4 145,834 65,044 46,350 34,440 要介護 4 178,594 65,044 46,350 67,200

介護度 介護度

市民税世帯非課税であって、本人の合計所得と課税年金収入額の合計が82.65万円以下の方など

特別養護老人ホームサンライフ御立　施設利用料金表
※１ヶ月あたり３０日計算です。令和8年8月以降

多床室料金（２人部屋・４人部屋） 従来型個室料金（１人部屋）

（単位：円/月） （単位：円/月）

生活保護受給者、市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者など

（単位：円/月） （単位：円/月）

（単位：円/月） （単位：円/月）

介護度 介護度

市民税世帯非課税であって、本人の合計所得と課税年金収入額の合計が82.65万円を超え120万円以下の方など

同一世帯の第１号被保険者の年金収入とその他の合計所得を合わせた金額が、単身世帯で２８０万円以上の方、２人以上の世帯で３４６万円以上の方（２割負担）

介護度 介護度

市民税世帯非課税であって、本人の合計所得と課税年金収入額の合計が120万円を超える方など

（単位：円/月） （単位：円/月）

介護度 介護度

同一世帯の第１号被保険者の年金収入とその他の合計所得を合わせた金額が、単身世帯で２８０万円未満の方、２人以上の世帯で３４６万円未満の方（１割負担）

（単位：円/月） （単位：円/月）

介護度 介護度



要介護 5 150,770 69,980 46,350 34,440 要介護 5 183,530 69,980 46,350 67,200

介護度 利用者負担計 ３割負担 食　　費 居住費 介護度 利用者負担計 ３割負担 食　　費 居住費
要介護 1 155,496 74,706 46,350 34,440 要介護 1 188,256 74,706 46,350 67,200

要介護 2 163,009 82,219 46,350 34,440 要介護 2 195,769 82,219 46,350 67,200

要介護 3 170,843 90,053 46,350 34,440 要介護 3 203,603 90,053 46,350 67,200

要介護 4 178,356 97,566 46,350 34,440 要介護 4 211,116 97,566 46,350 67,200

要介護 5 185,760 104,970 46,350 34,440 要介護 5 218,520 104,970 46,350 67,200

＊対象となられる方のみ、下記の金額等が上記料金表金額に加算されます。（１割負担分のみ表示） （単位：円/日）

金　　　額

外泊時費用 入所者が病院又は診療所へ入院した場合や、居宅における外泊を認めた場合。 250

初期加算 入所日から３０日以内の期間。３０日を超える病院又は診療所への入院後の再入所も同様。 31

73～1,298

21/入所時1回

254/回

244

退所時情報

提供加算

医療機関へ退所する入所者等について、退所後の医療機関に対して入所者等を紹介する際、入所者等の同

意を得て、当該入所者等の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供する
新興感染症等

施設療養費

新興感染症のパンデミック発生時等において、施設内で感染した高齢者に対して必要な医療やケアを提供。必要な感染

対策や医療機関との連携体制を確保した上で感染した高齢者を施設内で療養を行う

同一世帯の第１号被保険者の年金収入とその他の合計所得を合わせた金額が、単身世帯で３４０万円以上の方、２人以上の世帯で４６３万円以上の方（３割負担）

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

看取り介護加算
医師が終末期にあると判断した入所者について、医師・看護師・介護職員等が共同して、本人又は家族等の同意を得な

がら看取り介護を行った場合。（45日を限度とする）

安全対策体制加算
事故発生防止のための指針の整備、従事者に対する研修の定期的な実施、的確に実施するため担当者設置

した場合


